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IFRS 第 17 号は保険会社以外にも影響を与える 

2021 年 2 月 9 日  

保険会社以外の企業に係わる IFRS 第 17 号（2021 年 9 月 28 日改訂） 

要約 

保険契約に関する既存の要求事項（IFRS第4号）により、他の会計基準の測定原則に従う柔軟性が認めら

れている。置換えられる保険契約の会計基準であるIFRS第17号は、より規範的であるため、保険契約が

IFRS第17号の範囲内にあるかどうかを確認し、もしそうであれば、会計上の影響を判断するためには、保険

契約の特定が重要である。 
 
本資料では、IFRS第17号の範囲内にあると考えられる一般的な契約の例を検討している。 
 

 

1. はじめに 

IFRS第17号「保険契約」は、保険契約を発行する企業の種類にかかわらず、企業により発行された保険契約に

適用される。それは、伝統的な保険会社が発行する契約よりも広く適用される。IFRS第17号は、当該契約が重

要な保険リスクを移転するかどうかに基づいて保険契約を定義している。保険契約の定義は、IFRS第4号に類

似しているが、IFRS第17号の会計上の結果は、IFRS第4号とは大きく異なる。特に、IFRS第4号では、多くの企

業が契約の保険要素の「アンバンドリング」が可能であり、他の基準の測定原則を適用できたが、IFRS第17号
は、（一部の例外を除き）契約全体に適用され、詳細な測定の要求事項を備えている。 

本書は、IFRS第17号に対する2020年6月の改訂を反映している。改訂されたIFRS第17号は、2023年1月1日
以降に開始する年次報告期間については、前報告期間（すなわち、12月決算の企業については2022年1月1日
から）の比較対象の修正再表示が義務付けられている。 
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本資料は、当初2021年2月に発行され、2021年9月に2.5の保険付きクレジット・カードの例を修正するため

に更新された。 

 

PwCの所見 IFRS第17号の導入は困難であり、多大な時間と資源を必要とする可能性がある 

IFRS第17号は、まだ強制適用ではないが、現在、どの契約がIFRS第17号の範囲内にあるかの特定は、導

入までに十分な作業時間の確保を可能とする。 

IFRS第17号を適用する場合、企業は、以下を行う必要があるだろう。 

● 保険契約ポートフォリオを特定し、それぞれのポートフォリオをグループに分ける。 
● 一般モデル、保険料配分アプローチ、または変動手数料アプローチのいずれの測定アプローチを適用

するかを決定する。 
● 受取予定のキャッシュ・フロー、支払予定のキャッシュ・フロー、リスク調整、および多くの場合、割引の

決定を含む関連する測定アプローチを適用する。 
● 更新された情報（期待キャッシュ・フロー、リスク調整、および関連する場合は割引を含む）を反映するた

めに、報告期間ごとに計算を更新する。 
● IFRS第17号で要求される開示を提供する。および 

● これらの計算を正確に実行し、必要な開示を提供するために、新しいシステム、プロセス、およびコント

ロールが必要とされるかどうかを評価する。 

IFRS第17号は、保険契約とは、一方の当事者（発行者）が、他方の当事者（保険契約者）から、所定の不確実な

将来事象（保険事故）が保険契約者に不利な影響を与えた場合、保険契約者への補償の同意により、重大な保

険リスクを引き受ける契約と定義している。補償には、現金による支払いや現物による支払い（例えば、破損した

製品の修理または交換）がある。不確実性（またはリスク）は、保険契約の本質である。保険契約の開始時には、

次のうちの少なくとも1つが不確実である。 

● 保険事故が発生する確率（例えば、自動車故障保険は、故障するかもしれないリスクをカバーしている） 
● 発生する時期（例えば、生存期間付年金には、個人が予想以上に長生きするリスクがある）、および 
● 発生した場合に企業が支払う必要が生じる金額（例えば、健康保険には、負担する医療費の大きさに関連

するリスクがある）。 

IFRS第17号は、通常、保険契約の発行者に適用され、保険契約の保有者には適用されない。建物を所有し建

物保険を購入する企業が保有者であり、保有者は、その購入した保険契約にIFRS第17号を適用しない。保有

者がIFRS第17号を適用する唯一の状況は、企業が発行した基礎となる保険契約から生じる保険リスクを移転

するために再保険契約を保有している場合である。 
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以下のフローチャートは、発行した契約がIFRS第17号の範囲内にある保険契約であるかどうかを識別する際に、

保険者ではない企業にとって最も適切な要件を示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. IFRS第17号からの範囲の除外 

契約がIFRS第17号で定義されている「保険契約」であっても、範囲からの除外を満たす場合には、IFRS第17号
の下で会計処理されない。これらの除外は、非保険者が締結するであろうさまざまな共通の契約を対象としている

ため、「保険契約」を識別するための要件について詳しく述べる前に、範囲からの除外についての理解は有益であ

る。 

いくつかの範囲からの除外は必須であり、特定の種類の契約すべてに適用される。これらはセクション2.1で取り

扱う。他の範囲からの除外は任意であるか、一定の条件が満たされた場合にのみ適用される。これらはセクション

2.2から2.5で取り上げる。 

2.1 他の基準の範囲内の契約 

IFRS第17号以外の国際会計基準は、（保険契約の定義が満たされている場合であっても）以下に適用される。 

● 製造業者、販売業者または小売業者により提供された、顧客への製品（財またはサービス）の販売に関する

製品保証は、IFRS第15号およびIAS第37号の範囲内にある。 
● 従業員給付制度から生じた事業主の資産および負債（IAS第19号およびIFRS第2号を参照）、ならびに確定

給付退職制度によって報告される退職給付債務は、IAS第26号の範囲内にある。 
● 非財務項目の将来の使用、または使用権に依存する契約上の権利または義務は、IFRS第16号、IFRS第

15号およびIAS第38号の範囲内にある。 
● 製造業者、販売業者または小売業者が提供する残価保証は、IFRS第15号の範囲内にある。 
● リースに組み込まれている借手に対する残存価額保証は、IFRS第16号の範囲内にある。 
● 企業結合に対して支払われる条件付対価は、IFRS第3号の範囲内にある。 
● 企業が保険契約者である保険契約。ただし、その契約が保有している再保険契約である場合は、この限りで

ない。 
● 企業が当該顧客との契約の価格設定において、個々の顧客に関連する保険リスクの評価を反映していない

場合、およびその場合にのみ保険契約の定義を満たすクレジット・カード契約（または、クレジットもしくは支

払いの取決めを提供する類似の契約）。 
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設例－保証契約に係わる範囲からの除外 

ある家電会社は、顧客に対し、エレクトロニクス製品の販売時に製造上の欠陥による修理を補償するための

3年間の無償保証を提供している。これに加えて、顧客は、定額でさらに2年間の延長保証修理カバーを購入

できる。これは製造会社の保証子会社をとおして提供される。 

質問1 これら2つの保証商品のいずれかが、連結財務諸表上、IFRS 第17号の範囲に含まれる保険契約で

あるか。 

いいえ。企業グループの観点から、電子製品、3年間保証、および2年間の延長保証は、同じ報告企業によっ

て提供される。遂行されるサービスの数もしくはサービスの性質のいずれかまたはその両方が不確実である

ため、契約には保険リスクが存在するだろう。保証契約と延長保証契約はともに、「不確実な将来の事象」に

対して顧客に保護を提供し、リスクが重大であると仮定すると、「保険契約」の定義を満たす。しかし、両タイプ

の保証は売上時に利用可能であるため、顧客への財またはサービスの売上に関連して製造業者、販売業者

または小売業者が提供する保証についての範囲除外を満たす。 

質問2 延長保証契約が後日付で提供され、当初の販売条件に定額での将来の保証の購入が規定されてい

なかった場合、回答は変わるか。 

はい。延長保証が後の段階で提供され、販売と関連していない場合（すなわち、当初の販売条件は、固定価

格での将来の保証の購入を規定していなかった場合）、それは「販売に関連した」契約ではないため、IFRS
第17号における範囲の除外事項を満たさない。しかし、この製品は、セクション2.2の定額報酬契約の要件を

満たす場合がある。 

質問3 延長保証サービスを提供している子会社のレベルで、回答は変わるか。 

はい。延長保証を提供する子会社の個別財務諸表について、修理および保守は製造業者、小売業者または

販売業者以外の当事者によって提供されるため、IFRS第17号第7項（a）の範囲からの除外は適用されな

い。セクション2.2の定額報酬契約の考慮事項は、子会社レベルで適用される。 

 

2.2 定額報酬契約 

企業は、定額でサービスを提供する一部の契約に対して、IFRS第15号またはIFRS第17号のいずれかの適用

を選択できる。このような契約の例としては、不具合発生後にサービス事業者が特定の機器を修理する義務を

負うメンテナンス契約や、ロードサイドのアシスタンスを提供したり、近くのガレージまで車を牽引したりする義務

を負う自動車故障サービスなどが挙げられる。サービスのレベル、ひいてはサービス提供者の義務は、不確実

な将来の事象に依存するため、この種の契約は保険契約の定義を満たす可能性がある。 

企業は、以下の要件がすべて満たされる場合に限り、IFRS第15号の適用を選択できる。それ以外の場合は、

IFRS第17号を適用しなければならない。 

● 契約価格は、個々の顧客とのリスクの評価を反映していない。 
● 契約は、サービスの提供により顧客を補償する。および、 
● 保険リスクは、サービスのコストに関する不確実性からではなく、主として顧客によるサービスの利用から

生じる。 

選択は契約ごとに可能であるが、契約ごとに行う選択は取消不能である。 
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設例－定額報酬契約の任意による範囲からの除外 

定額の不動産メンテナンス契約とは、IFRS第17号の範囲内の保険契約か。 

P社は、不動産のポートフォリオを所有している。同社は、これらすべての不動産に係わる保守・修繕業務を、

不動産管理企業であるにS社に定額で5年間にわたり委託している。この手数料は、不動産管理と修繕工事

の費用の両方を対象とする。不動産を合意済みの基準に維持するために必要な修繕・保守はすべて、契約

開始時の条件に基づき、S社の責任となる。この契約を締結するにあたり、S社は、P社が所有する不動産の

特定のポートフォリオに関して必要となるリスクと見込まれる修繕を評価した。これには、通常の損耗、および

その他の状態（修復作業の過程で発見された場合の乾燥汚れや湿気など）が含まれる。価格は、契約当初

に固定されていた。火災や暴風被害などの外的事象の結果として必要になる修理は、法定規制対象の保険

会社とP社との間の損害保険契約によって引き続き補償される。 

一定期間にわたり履行されるサービスの数、またはそれらのサービスの性質のいずれかが事前に決定され

ていない場合、重大な保険リスクが生じる可能性がある。以下の点において、上記の状況には不確実性が存

在する。 

● 特定の修繕が必要かどうか 
● 特定の修繕がいつ必要になるか 
● 特定の修繕費用がいくらかかるか 

特定の修繕が必要かどうか、いつ必要になるか、修繕費用はいくらかかるかは不確実であるため、特定の不

確実な事象が存在する。S社にとっての保険リスクの重要性は、IFRS第17号に基づき契約ごとに評価され

る。P社との契約のように、1つの契約に重大な損失が発生する可能性があるため、不動産管理契約の全体

からS社に重大な損失が発生する確率は最小限であるにもかかわらず、保険リスクが重大となる場合があ

り、保険リスクが重大である場合には、IFRS第17号が適用される。S社は、P社の不動産に係るリスク評価に

基づいて契約の価格設定を行ったため、本契約は定額報酬契約にかかわる保険契約の範囲からの除外に

ついて適格ではないため、IFRS第17号の範囲内にある。 

 

2.3 死亡免除条項付き貸出金 

その他の範囲からの除外が適用されない場合、企業は、補償を契約によって生成された保険契約者の義務を

決済するために要求される金額に限定する契約に対して、IFRS第9号またはIFRS第17号のいずれかの適用を

選択できる。そのような契約の例としては、死亡免除条項付きの貸出金が挙げられる。 

保険契約のポートフォリオごとに選択が可能であり、それぞれのポートフォリオに対してなされる選択は、取消不

能である。 

PwCの所見 死亡免除条項付き貸出金に適用する場合、IFRS第9号のほうがIFRS第17号よりも容易であ

る可能性がある 

死亡免除条項付き貸出金の範囲の選択肢は、エクイティ・リリース・モーゲージのような契約に適用される（セ

クション3.2の設例を参照）。現在、IFRS第4号では、多くの企業がIAS第39号の原則を用いてこれらのモーゲ

ージを会計処理しているため、IFRS第17号への移行時におけるIFRS第9号の選択は、運用上、混乱が少な

くなる可能性がある。 
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2.4 金融保証契約 

特定債務者が期日に支払をしないために被った損失を保険者に弁済するために、特定の支払を発行者に要求す

る金融保証契約は、保険契約の定義に合致する。しかし、それらはIFRS第17号の範囲外である。ただし、発行者

が以前にそのような契約を保険契約とみなす取扱いを明示的に主張し、保険契約に適用される会計指針を用い

ている場合を除く。 

2.5 クレジット・カードその他の支払方法 

一部のクレジット・カード契約（または、クレジットまたは支払いの取決めを提供する類似の契約）は、保険リスク

の定義を満たす状況でカード保有者に支払いを行うため、保険契約の定義を満たしている。保険リスクの定義を

満たす状況の例としては、保有者がカードを利用して商品またはサービスを購入したが、それに欠陥があると判

明したり引き渡されなかったりした場合、あるいは、保有者が「だまされたり」、「詐欺により」、支払いが無効とな

ったりする場合などが挙げられる。契約の価格設定が個々の顧客の保険リスクの評価を反映していない場合、

IFRS第17号は契約全体には適用されない。 

設例－保険カバーを伴うクレジット・カード 

銀行は、顧客にクレジット・カード（または、他の類似の契約）を発行する。クレジット・カード契約に基づき、顧

客は、欠陥があったり顧客に引渡されなかったりする商品やサービスの購入に対して、発生したコストを含め

た保護が提供されるとともに、カードの不正使用に対するカード保有者の不正保護が提供される。さらに、顧

客は、購入に関連して発生した追加費用（単に購入価格を払い戻すだけの場合よりも高い可能性がある）か

ら保護される。銀行は、提供した保護に関連するカード保有者の個々のリスク評価を反映させたいかなる手

数料もカード保有者に請求しない。 

IFRS第9号における範囲の除外は、クレジット・カード契約またはクレジットまたは支払いの取決めを提供す

る類似の契約の下で生じる金融商品について修正されている（2023年1月1日発効）。 

銀行は、カード保有者との契約にIFRS第17号を適用するか。 

銀行は、当該契約がIFRS第17号に定義されている保険契約であるかどうかを評価する必要がある。商品や

サービスの不良、納品の不履行および潜在的な不正行為は、いずれも不確実な将来の事象であり、カード保

有者に悪影響を与える。さらに、顧客は、購入に関連して発生した追加費用（単に購入価格を払い戻すだけ

の場合よりも高い可能性がある）から保護される。銀行に移転されるリスクは保険リスクである。IFRS第17号
に定義される重大な保険リスクが存在する場合、当該契約は、IFRS第17号における保険契約の定義を満た

している。 

銀行は、通常、クレジット・カード契約またはクレジットまたは支払いの取決めを提供する類似の契約の会計

処理を決定する際に、以下を考慮するであろう。 

銀行は、顧客とのクレジット・カード契約の価格設定において、個々の顧客に関連する保険リスクの評価を反

映しているか。 

銀行は、保険契約の定義を満たすクレジット・カード契約に関連するIFRS第17号の範囲除外について検討す

る必要があるだろう。この事例は、カード保有者の個別リスクの評価を反映した報酬をカード保有者に請求し

ないため、保険契約の範囲からの除外に係わる要件を満たしている。 

保険カバーは、金融商品の契約条項であるか。 

IFRS第9号を適用する場合、銀行は、保険カバーが金融商品の契約条項であるかどうかを判断する必要が

ある。「契約条項」の解釈は、IFRS第9号と整合的でなければならない（なぜなら、契約が、IFRS第9号の範

囲内にあるためである）。特に、IFRS第9号B4.1.13項を解釈する際に適用される解釈と整合的でなければな

らない。これは、ある金融商品に変動を課す権限を規制当局に与える法律の結果のみで支払が生じる場合

には、その権限が金融商品の契約条項の一部ではないため、SPPI（元本および元本残高に対する利息の支

払のみ）要件を評価する際には無視されるべきであるという取扱いを明確にしている。IFRS第9号B4.1.13項
の金融商品Eでは、SPPI要件を満たす可能性のある例として、ベイル・イン商品を具体的に言及している。 

SPPI要件を評価する際に、条項が単に法律の存在を認めている（すなわち、条項は、当該条項がなければ
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存在しなかったであろう追加の権利または義務を創出していない）場合は、当該条項を考慮するべきではな

い。そのような結論を保険カバーに適用する場合、保険カバー条項が単に保険カバーの法制度の存在を認

めている場合には、当該条項を「当該金融商品の契約条項」の一部であるとみなすべきではない。一部とみ

なすためには、以下が必要である。 

保険カバーの規制自体が、保険カバーのトリガーは何かおよびトリガーが満たされた影響を含め、主要な条

件をすべて規定している。規制が変更された場合、商品の保険カバーの条件がまったく同じ方法で変更され

るように契約条項が作成されている。 

場合によっては、含まれる契約条項が、そのような条項がない場合には存在しなかったであろう追加の権利

または義務を生み出すかどうかを判断するために、法的助言の入手は適切であろう。 

銀行が保険のカバーが金融商品の契約条項であると結論付けた場合、IFRS第9号は、保険カバーの要素を

契約から分離し、IFRS第17号に基づく会計処理を要求している[IFRS第17号第7項(h)] [IFRS第9号第2.1項 
(e)(iv)]。 

しかし、保険カバーが金融商品の契約条項でない場合には、IFRS第9号の範囲には入らず、銀行は、以下に

議論されているように、他の該当するIFRS基準を検討する必要がある。 

IFRS第15号に基づく別のサービスがあるか 

IASBは、IFRS第17号に関する結論の根拠のBC94C項において、IFRS第15号やIAS第37号のような他の

IFRS基準が、法律または規制によって要求される他のサービス構成要素または保険構成要素のような契約

の他の構成要素に適用される可能性の存在を指摘した。IFRS第15号では、企業が当該企業の取引慣行、

公表した方針または具体的な声明に基づいて、財またはサービスを提供するという妥当な期待を創出する場

合、契約における約束は明示的または暗示的である可能性がある[IFRS第15号第24項]。製品保証は、契約

書に記載されている場合もあれば、企業の取引慣行または法的な要求事項のいずれかにより暗黙のうちに

記載されている場合もある。銀行は、商品またはサービスの欠陥および商品引き渡しの不履行またはサービ

スの不履行詐欺に係わる保険カバーが、IFRS第15号に基づいて会計処理すべき別個の履行義務であるか

どうかを評価する必要がある。ただし、PwCは、一般的には、以下のように考える。 

商品またはサービスの欠陥および商品引渡しの不履行またはサービス提供の不履行 

保険カバーは商品が期待どおりに機能し、一定の仕様に従っている保証であるにすぎず、別個の履行義務と

はならない可能性が高い。保証は、一般的に、既存の欠陥からの顧客の保護を目的としており、顧客に追加

的なサービスを提供する契約ではない。 

詐欺に係わる補償 

PwCの見解では、詐欺から保護するための保険カバーも、アシュアランス型の製品保証とみなされるかもし

れない。銀行は、クレジット・カード所有者によって適切に承認された取引を実行し、資金が正当な取引勘定

へ移転されることを保証している。[IFRS 第15号付録 B  B28項からB33項]. 

その結果、詐欺、および欠陥商品またはサービス、および商品引渡しの不履行またはサービス提供の不履

行に係る保険カバーが、金融商品の契約条項の一部ではない場合、保険カバーは一般的にIAS第37号に基

づいて会計処理される[IFRS第15号付録 B B30項]。 
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3. 保険契約を識別するための要件 

セクション3.1からセクション3.3では、発行した契約がIFRS第17号の保険契約の定義に合致しているかどうかを

識別するための、本資料3ページのフローチャートに記載される最も関連性の高い3つの要件について説明する。

次に、セクション3.4では、一般的に非保険企業には関連性が低いが、結論に至るまで検討する必要がある追加

的な要件を要約する。 

3.1 不確実な事象は保有者に不利な影響を及ぼすか 

契約は、不確実な事象が保有者に不利な影響を及ぼす場合に限り、IFRS第17号の範囲内の保険契約となる。

例えば、建物の所有者に対して建物の損害を補償する保険契約は、補償しなければ建物の所有者がその建物

の損害によって不利な影響を受けるため、この要件を満たすであろう。 

設例－天候デリバティブ 

ある企業は、雨季における降水量が平均を下回った場合に支払いを受ける契約を結んでいる。これは保険

契約になりうるか。 

いいえ。気候変動のみに基づいて支払いを要求する契約（「天候デリバティブ」と呼ばれる場合もある）、または

その他の地理的またはその他の物理的変動に基づいて支払いを要求する契約は、たとえ保険契約者が基

礎となるリスク・エクスポージャーを軽減するために契約を使用した場合であっても、保険契約ではない。このよ

うな契約は、支払の前提として契約者に対する不利な影響を要求しておらず、移転されるリスクは、契約のいず

れの当事者にも固有ではない非財務的な変数から生じる。保険契約ではない気候変動に基づく契約の例として

は、保有者が天候による損害を受けていなくても、その「基礎となる」事象によって引き起こされ、支払いを行う天

候デリバティブ（例えば、雨季における降水量が平均を下回った場合に、企業が支払いを受ける契約）がある。 

これとは対照的に、契約の当事者に固有の気候変動に基づく契約（例えば、雨季における特定の域内での降

水量が平均を下回った結果、契約の所有者が所有・耕作している土地からの収穫量の減少）であれば、契約

はIFRS第17号の範囲内に収まる可能性があり、発行者は、下記のセクション3.2のように検討を進めるべき

である。 

 

設例－賞金付きの貯蓄プラン 

企業は、顧客が60か月の貯蓄計画の下でCU100の毎月預金を支払い、年利が約6%（貯蓄口座に適用され

る市場金利またはその他のインフレ指数に相当）の保証付きの契約を発行する。金利は、計画の最初の12
か月以降に引き出されていない月単位の預金に対してのみ発生する。これらのプランは、時に「キャピタリゼ

ーション・プラン（Capitalisation plans）」と呼ばれる。 

顧客は、このプランの期間中、前回入金した金額の1,000倍（すなわち、CU100,000）に相当する賞金の月次

抽選に参加する。各顧客は、国営宝くじの当選番号の証書を受け取る。毎月、プランに参加するすべての人

の中の1人が当選者となる。 

預託金は、金利が加算され、1年後に初めて全額が償還される。顧客が1年前に月々の預金を解約した場

合、解約違約金が発生する。解約違約金は、契約期間中全期間にわたって適用され、長期間にわたる顧客

の資金の企業への投資を促進するため、契約開始時の90%から60ヶ月後には0%までの幅がある。 

契約の開始時に、すべての顧客は、顧客が死亡した場合に、賞金または預金の累積解約返戻金を受け取る

受益者を指名する。 

この貯蓄制度は、抽選式による賞金を受ける権利を有する契約であり、IFRS第17号に基づく保険契約となっ

ているか。 

いいえ、これはIFRS第17号の付録Aに定義される保険契約ではない。月次抽選に当選した顧客に支払うべ

き実質的な給付の存在は明らかであるが、その事象が顧客に悪影響を与えないため、顧客が当選した抽選

番号を持っているという事実は、保険事故として適格ではない。この契約は、賭博契約である。 
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3.2 金融リスクのみが移転されるか。 

保険リスクとは、契約の保有者から発行者に移転される金融リスク以外のリスクである。 

IFRS第17号では、金融リスクを「所定の金利、金融商品価格、コモディティ価格、外国為替レート、価格もしくは

レートの指数、信用格付けもしくは信用指数、またはその他の変数のうち、1つまたは複数について生じ得る将

来の変動リスク（ただし、非金融変数の場合には、当該変数が契約の当事者に固有のものではない場合に限

る）」と定義している。 

契約の当事者に固有であり、したがって金融リスクを生じさせない非金融変数の例としては、下記が挙げられる。 

● 契約当事者の資産に損害を与えるかまたは破壊する火災の発生または非発生 
● EBITDA 
● 収益 
● 銀行が発行する一部の負債性金融商品に含まれる実質破綻時条項を含む、金融機関の規制上の自己資

本の測定値（例えば、銀行のコアTier1資本） 

PwCの所見 契約が保険リスクを移転しない場合、その契約はデリバティブの可能性がある 

上記の金融リスクの定義は、IFRS第9号におけるデリバティブの定義の一部と整合的である。契約が保険リ

スクではなく金融リスクを移転するため、IFRS第17号における保険契約の定義を満たさない場合、IFRS第9
号の範囲内にデリバティブが含まれる可能性がある。場合によっては、デリバティブに該当しない契約もある

が（例えば、当初純投資がかなりある場合）、これはさらに検討されるべきである。 

 

設例－信用保険 

企業Aは、企業Bからの債権残高を有しており、企業Bが債権残高の当初の条件に基づき支払期日に支払を

行わない場合、銀行は企業Aへの補償を同意している。 

債権残高は金融資産であるが、企業Aが支払期日を迎えた際に支払いを受けられないリスクは、IFRS第7号
に定義される金融リスクではない。なぜならば、当該リスクは企業Aに固有の変数であり、したがって、金融リ

スクではなく保険リスクであるからである。 

この契約は金融保証契約であり、セクション2.4で説明した範囲除外が適用される可能性がある。範囲除外が

適用されない場合、契約はIFRS第17号の範囲内となる可能性があり、銀行は下記のセクション3.3のように

検討を進める。 
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設例－組込EBITDA保証 

ある企業は、ホテルの総収益に対する割合として決定される変動手数料の見返りに、20年間、ホテル・オー

ナーにホテル管理サービスの提供に同意している。さらに、契約には、金利・税金・償却前利益（「EBITDA」）
をホテル・オーナーに保証する組込保証が含まれている。実際のEBITDAが予測EBITDAの85%未満である

場合、管理サービスの提供者は、不足分を補うためにホテル・オーナーに支払いを行う義務がある。 

EBITDAの適格不足を生じさせる可能性のある事象に関連して、企業に重大な断絶を生じさせる事象（不可

抗力、改修など）以外に制約はない。したがって、サービス提供者は自らの業績不振以外のリスク（例えば、

その地域でのホテルの供給過多、およびその他の一般的な市場リスク）に晒されている。さらに、保証の下で

支払われるべき金額は、収益に基づく手数料の未収金額を上回る可能性があり、そのため、サービス提供者

はホテル・オーナーに対して正味の支払いを要求される可能性がある。 

組込EBITDA保証とは、ホテル・オーナーに不利な影響を与える不確実な事象であるEBITDAが予想を下回

った場合、ホテル・オーナーに補償する契約であり、また、ホテル・オーナーに固有であるため、金融リスクで

はない。したがって、移転されたリスクは保険リスクである。契約は、FRS第17号の範囲内にある可能性があ

り、サービス提供者は以下のセクション3.3のように検討を進めるべきである。 

契約が金融リスクのみを移転する場合には、IFRS第17号の範囲内ではなく、IFRS第9号「金融商品」のような他

の基準を適用して会計処理される。契約は、金融リスクと非金融リスクの両方を含んでおり、保険リスクが大きい

場合には、保険契約から除外されない。保険リスクが重大かどうかの評価については、セクション3.3を参照。 

設例－エクイティ・リリース・モーゲージ 

ある企業は、「ノー・ネガティブ・エクイティ（No negative equity） 」保証を付したモーゲージ（一般に「ライフタイ

ム」または「リバース」モーゲージと呼ばれる）を発行する。契約条項は、借手の不動産を担保としてモーゲー

ジを確保する。金利が発生する。元本および未払利息は、借手が死亡したか、長期療養に入った場合に支払

われる。その後、不動産は売却され、その収益はモーゲージ残高（未払利息を含む）の返済に充当される。企

業は、支払金額を超過する売上代金に対する権利は認められないが、売上代金が元本および未払利息を返

済するのに十分でない場合には、いかなる不足も負担する。当該企業が「回収を目的とした保有」の事業モ

デルの範囲内でエクイティ・リリースのモーゲージを保有しており、当該契約には、IFRS第9号におけるSPPI
テストを満たさない可能性のあるその他の条項は含まれていないと仮定する。 

当該契約は、保険リスクを移転する契約か。 

はい。契約は、他のリスクの中でも企業を、借手の不動産（非金融資産）の公正価値の変動リスクに晒してい

る。それは、不動産の公正価値が、一般的な不動産（金融変数）の市場価格の変動のみならず、特定の資産

（非金融変数）の物理的な状態を反映しているため、金融リスクではない。したがって、契約は、金融リスクと

同様、保険リスクを借手から企業に移転する。 

この契約は、不足額の上限が住宅ローン残高である（すなわち、借り手にとっての利点は、義務を決済するた

めに他の方法で必要とされる金額に限定される）ため、セクション2.3で説明した任意の範囲除外を満たすか

もしれない。企業がIFRS第9号の適用を選択しない場合、当該契約はIFRS第17号の範囲内にある可能性が

あり、企業は以下のセクション3.3の検討に進むべきである。 
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3.3 非金融（保険）リスクは重大か 

保険リスクが「重大」となるのは、保険事故の発生により、経済的実質を欠くシナリオ（すなわち、取引の経済性

に目に見える影響を及ぼさないシナリオ）を除いて、いかなるシナリオにおいても企業に重大な追加金額の支払

いを引き起こす可能性がある場合に限られる。追加金額とは、保険事故が発生しなかった場合に支払うべき金

額を超過する金額の現在価値を指す。 

IFRS第4号とは異なり、IFRS第17号は、発行体が現在価値ベースで損失の可能性のある経済的実質を有する

シナリオが存在する場合にのみ、重大な保険リスクの移転が存在すると規定している。この原則に対する一つ

の例外事項は、再保険契約である。たとえ再保険契約によって発行者が重大な損失の可能性に晒されなくても、

再保険契約が基礎となる保険契約の再保険部分に関連する保険リスクの実質的にすべてを再保険者に移転す

る場合には、当該契約は重大な保険リスクを移転するとみなされる。 

経済的実質を伴うシナリオは、発生可能性が極めて低い。 

設例－発生可能性が低いシナリオ 

企業は、ハリケーンによって不動産が破壊された場合に、所有している不動産の価値について保険会社に支

払い要求する契約を結んでいる。ハリケーンによる建物破壊の可能性は低いが（シナリオには経済的実質は

あるが）、保険会社による支払いはかなりの額になるだろう。他のすべてのシナリオにおいて、同様の支払は

行われないであろう。したがって、この契約には重大な保険リスクが含まれている。 

 

PwCの所見 負債は、他のいくつかの会計基準の下ではなく、IFRS第17号の下では早期に認識される可能

性がある 

負債は、たとえ負の事象の発生の可能性が非常に低い場合であっても、IFRS第17号に基づき認識される可能

性がある。この結果、IAS第37号を適用するケースよりも早く負債が認識される可能性がある。企業が類似ク

ラスの項目を有していない場合には、IAS第37号の下では、支出の可能性が高い場合にのみ、負債を認識で

きる。 

保険事故が保険契約者に重大な損失をもたらさない場合、重大な保険リスクが存在するかどうかを評価する際

には、そのシナリオは無視される。 

設例－保険契約者の損失は軽微か 

契約は、資産が保有者にCU1の僅少な経済的損失を与えるような物理的損害を被った場合には、発行者は

保有者にCU1,000,000の支払いを要求する。保有者が保険会社に移転するのは、CU1の喪失による僅少な

損失のみである。さらに、発行者に対する契約上の要求事項は、物理的な損害が非保険的リスクを引き起こ

した場合にもCU999,999を支払う取扱いになっている。発行者は保有者から重大な保険リスクを受け入れな

いので、この契約は保険契約ではない。 
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当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 
 

3.4 考慮すべき追加的な基準 

これまでのセクションでは、企業が発行した契約がIFRS第17号で規定されている「保険契約」であるかどうかを

決定する際に、非保険企業に最も関連する3つの要件に焦点を当ててきた。本セクションでは、非保険企業には

通常あまり関係のない追加的な要件を要約するが、結論に至るためにも考慮する必要がある。 

要件 説明 

契約は存在するか 契約とは、強制可能な権利および義務を創出する2つ以上の当事者間の

合意である。契約は、通常、書面、口頭、または企業の実務慣行による黙

示である可能性がある。契約条項は、法律または規則によって課される

条件を含め、明示的または黙示的のいずれかである可能性がある。企業

は、契約、法律または規則から生じるその実質的な権利および義務を考

慮すべきである。 

移転されたリスクは、既存のリ

スクであるか 
保険リスクは、契約の結果として保険契約者から企業に移転される既存

のリスクでなければならず、契約によって新たに生じるリスクであってはな

らない。 

例えば、企業が顧客に自動車をリースし、その契約は、顧客がリース車

の運転より生じる第三者の車両に与えた損害に対する保険カバーを提供す

る。 

移転されたリスクは、契約によって生じたリスクではなく、自動車を運転す

る顧客によって引き起こされた損害に関連しており、したがって、保険リス

クの定義を満たす。 

移転されたリスクは、第三者

からのリスクか 
保険リスクが存在するためには、企業は、他の当事者（別個の企業）から

リスクを受け入れなければならない。 

 

4. 結論 

IFRS第17号の範囲には、伝統的な保険企業ではない企業が発行する一部の契約が含まれる。範囲からの除

外が適用されない限り、保険契約を発行する企業は、それらの契約を会計処理するためにIFRS第17号を適用

する必要がある。 

IFRS第4号の下では、多くの企業は、契約の保険要素を「アンバンドリング」して、契約の保険以外の要素に他

の基準の測定原則の適用が許容されていた。対照的に、IFRS第17号は契約全体（限定的な例外を除く）に適用

され、詳細な測定の要求事項を備えている。 

IFRS第17号の適用は、実務上困難を伴い時間がかかる可能性がある。したがって、企業が保険契約を特定し、

IFRS第17号の範囲内にあるかどうかを決定し、適用範囲に含まれる場合は、2023年のIFRS第17号の強制適

用に向けて、余裕をもった会計上の影響の分析の実施が重要である。 

本資料が、利用者の皆様の疑問を解決する一助となれば幸いです。詳しくは、www.pwc.com/ifrs17または

PwC IFRSマニュアル（Manual of Accounting）をご覧ください。本資料についてご質問があるPwCのクライアン

トの方は、エンゲージメント・パートナーまでお問い合わせください。 
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